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廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き（抜粋） 

 

 

第３章 廃棄物処理施設建設工事の入札・契約に係る全般的注意事項 

 

(5) 検討すべき発注・選定方式－設計・施工一括発注方式（発注範囲の改善） 

 

一般的には、設計（実施設計）と施工の分離発注は競争性の向上に資するもので

あり、望ましいと考えられてきた。しかし、廃棄物処理施設を構成する技術は、化学機

械、電気、機械工学等を総合化した通常高度な技術であるため、廃棄物処理施設建

設の設計・施工の両方を要素技術を総合化できる技術力を有している施工側である

プラントメーカーが請け負う方が理に適っている。また、プラントメーカーの総合エンジ

ニアリング力等の技術力を設計段階から活用でき、品質の向上にもつながる。さらに、

受注者に対し、工事施工上のかしにとどまらず、設計に起因するかしについても責任

を負わせることができ、契約対象施設の性能がより確実に担保されるという利点も有

している。 

また、廃棄物処理施設建設工事においては、設計・施工を分離しても競争性向上

には必ずしもつながっていないおそれがあり、設計・施工の分離の実質が形骸化した

ものとなれば、むしろ競争性を損なう状況となる。本来、見積仕様書や発注仕様書を

作成するコンサルタント（設計者）は発注者側に立って、施工者と交渉を行うことが期

待される。しかし、極めて低い価格で設計・コンサルタント業務を落札したコンサルタ

ント（設計者）には、高度な要素技術を総合化するエンジニアリング能力、技術力がそ

もそもないことから、施工会社に協力を求め、協力した施工会社が施工業務を落札す

るなど、不透明な構造や、仮にコンサルタントに技術力があっても、コンサルタントと

施工会社が癒着している不適正な構造があるのではないかと指摘されている。 

もともと、高度な技術を要するプラント設備等については、設計・施工一括発注方

式が適しており、廃棄物処理施設建設工事の分野では特にごみ焼却施設建設工事

において、これまでも多く行われているところであり、設計を行う建設コンサルタントと

プラントメーカーの不透明な構造を遮断し、かつ価格だけでなく技術を含めて競争性

を高めることができるようにする観点から、ストックヤードや簡易な選別施設等を除き、

設計・施工一括発注方式を基本とすべきである。この場合、設計・施工一括発注方式

を行う市町村等に対する発注者支援業務は、専門技術者の確保が困難で、プラント

メーカーの行動を監視・制御する専門的能力が十分でない市町村にとって極めて重

要であるから、建設コンサルタントは、指摘されるような不透明さを払拭して、コンサ



ルタントとしての倫理観と中立性を持って真摯に発注者支援業務を行うことが求めら

れる。 

以上のとおり、プラント設備を有する廃棄物処理施設建設工事については、設計・

施工一括発注方式が基本となるが、ダム等の土木構造物の分野で設計業務を行っ

ている技術力のある建設コンサルタントの場合には、最終処分場土木工事について

の実施設計を行い、かつ、発注者である市町村等の側に立った発注者支援をするこ

とが可能であると考えられる。また、建築物についてランドマークとしての設計を発注

するため、建築物とプラント設備を工種別に発注し、建築物について設計と施工を分

離発注することも行われている。市町村等が相応の技術力、マネジメント能力等を保

有し、能力あるコンサルタント（設計者）を選定し、コンサルタントの能力と役割を正しく

発揮させ、設計と施工の責任分担を明確にすることができれば、設計・施工を分離し

て発注することが可能である。 


